
特定教育・保育施設の確認に係る告示について  

 

 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第２７条第１項の規

定に基づき特定教育・保育施設の確認を行ったので、同法第４１条第１号

の規定により告示します。  

 

設置者の名称  社会福祉法人福寿保育園会  

施設の名称  福寿こども園  

施設の所在地  羽島市福寿町本郷１２４５番地１  

確認年月日  令和６年４月１日  

教育・保育施設の種類  保育所型認定こども園  

 

 

 

また、同法第３６条の規定に基づき特定教育・保育施設の確認の辞退が

あったため、同法第４１条第２号の規定により告示します。  

 

設置者の名称  社会福祉法人福寿保育園会  

施設の名称  福寿保育園  

施設の所在地  羽島市福寿町本郷１２４５番地１  

辞退年月日  令和６年３月３１日  

教育・保育施設の種類  保育所  

 


